
 

 

 

 

 

 

真岡市の上水道、下水道の適正な料金等に関する答申書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和８年 1月２１日 

真岡市公共料金審議会 



 

１ はじめに 

 真岡市の上下水道事業は、令和７年度に水道事業供用開始から６１年、下水

道事業供用開始から４２年が経過している。近年の人口減少や節水機器の普及

等により、水道料金収入および下水道使用料収入は減少傾向にある。 

 さらに、エネルギーコストや人件費の上昇、建設資材の価格高騰により、経

営状況は厳しさを増している。 

 こうした状況下にあっても、安全・安心な上下水道を持続的に提供するため、

老朽化した管路の更新や施設の耐震化を積極的に進める必要がある。 

水道事業においては、現行料金を据え置きにした場合、１０年後の令和１６

年度には、単年度赤字が約３億６，３００万円に拡大するとともに、料金回収

率は６９％に低下し、赤字が継続する予測となっている。 

下水道事業においては、慢性的に事業資金が不足しているため、市一般会計

からの基準外繰入金に依存する状況が続いている。また、現行使用料を据え置

きにした場合、１０年後の令和１６年度には、経費回収率が７４％まで低下す

る予測となっている。 

本審議会では、このような状況を踏まえ、将来にわたって安定的に事業を継

続し、経営の健全化を図るため、市民生活への影響と事業継続性の双方を踏ま

えつつ、慎重に審議・検討を重ねてきた結果、次のとおりの結論となったので、

ここに答申するものである。 

 

２ 適正な料金（使用料）水準 

（１）水道料金 

適正な料金水準の検討にあたり、収益的収支については、令和７年度から

１６年度までの１０年間を対象に、期間全体の累計で収益を確保することを

目標に財政収支予測を行い、総括原価方式により料金を算定することとした。 

併せて、資産維持費についても算定要領に基づき検討を行い、その結果を

踏まえて必要な経費を総括原価に適切に反映させることとした。 

これにより、施設更新や管路改修など長期的な資産の健全性を確保しつつ、

料金水準の妥当性を担保することを目指した結果、水道料金については平均

改定率２６.８％とすることが望ましいと判断した。 

（２）下水道使用料 

適正な使用料水準の検討にあたり、令和７年度から１６年度までの１０年

間を対象に、汚水処理費に対する使用料収入の不足を解消することを目標に

財政収支予測を行い、使用料対象経費を算定することとした。 

算定の結果、下水道使用料については、対象期間において適切な使用料収

入を確保できる平均改定率２８．１％とすることが望ましいと判断した。 
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３ 料金（使用料）体系 

（１）水道料金 

 水道事業の安定運営と利用実態の公平な反映を図る必要があることから、給

水管の口径別に基本料金を定め、加えて水道使用量に応じた従量料金を設定す

ることが望ましいと判断した。 

これらを踏まえた具体的な料金体系案は、別表のとおりとする。 

 

（２）下水道使用料 

現行の用途別を維持し、一般用については、水道料金と同様に利用実態の公

平な反映を図る必要があることから、基本使用料と下水道使用量に応じた従量

使用料を設定することが望ましいと判断した。また、臨時用の使用料について

は、使用実績がないことから廃止することが望ましいと判断した。 

加えて、汚水処理量の実績が１人当たり１か月８㎥を超えていることを考慮

し、水道水以外の水のみを使用する場合の 1人当たりの使用認定水量（水道水

以外の水のみなし使用量をいう。）を、現行の「１か月６㎥」から「１か月８

㎥」に改定し、また、水道水と水道水以外の水を併用する場合における 1人当

たりの使用認定水量を、現行の「１か月３㎥」から「１か月４㎥」に改定する

ことが望ましいと判断した。 

これらを踏まえた具体的な料金体系案は、別表のとおりとする。 

 

 

４ 料金（使用料）の適正化時期 

 改定時期は、老朽化した施設設備の更新を着実に推進するとともに、市民へ

の丁寧な説明期間を確保する必要があることから、令和８年１０月とすること

が望ましいと判断した。 

 

 

５ 附帯意見 

・料金（（使用料）改定後も、将来の財政状況や人口動向は不確実であることを

踏まえ、収支状況や使用量の変化を継続的に確認し、必要に応じて適切な時

期に見直しを行うこと。 

 

・インフラ設備の老朽化や工事費の上昇など、事業継続に影響する要素を踏ま

え、設備の状況や費用動向を定期的に点検し、更新の必要性を見据えた検討

を継続すること。 
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・料金（（使用料）改定が長期間行われてこなかった経緯を踏まえ、今後は一定

の間隔で審議の場を設け、毎年度の状況確認や必要に応じた見直しが行える

よう、継続的な検証体制を整備すること。 

 

・料金（（使用料）改定の決定後は、市民への周知を十分に行い、説明資料の配

布や広報媒体の活用などにより、改定内容が広く行き渡るよう丁寧な情報提

供に努めること。 

 

・改定時期については、市民への周知徹底が確実に図られることを前提とし、

周知に不備が生じる場合には適用時期の調整も検討するなど、利用者への影

響に配慮した運用を行うこと。 

 

・将来の料金（使用料）改定にあたっては、利用者負担が急激に増加しないよ

う十分に配慮し、段階的な改定手法の導入可能性も含め、負担水準の安定化

に向けた検討を進めること。 

 

・施設の適切な維持管理および更新を着実に進めるため、中長期的な改修計画

と連動させ、必要となる改定率や収支見通しを整理し、審議の場において共

有すること。 
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別表            

１ 水道料金（税抜き） 

 

基本料金 

（１月につき） 
メーターの口径 料金 

１３㎜ １，３００円 

２０㎜ １，４００円 

２５㎜ ２，５００円 

３０㎜ ３，０００円 

４０㎜ ３，５００円 

５０㎜ ５，５００円 

７５㎜ １２，０００

円 

１００㎜ ２７，０００

円 

従量料金 

（使用水量１㎥につき） 
区分 料金 

１㎥以上１０㎥までの部分 １２円 

１１㎥以上３０㎥までの部分 ２３０円 

３１㎥以上５０㎥までの部分 ２４０円 

５１㎥以上１００㎥までの部分 ２５８円 

１０１㎥以上の部分 ２８６円 
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２ 下水道使用料（税抜き） 

 

公共下水道 

一般用 

基本使用料 

従量使用料 

区分 

金額 

（汚水量１㎥に

つき） 

１，１００円（ 

１㎥以上１０㎥までの部分 １３円（ 

１１㎥以上３０㎥までの部分 ２０８円（ 

３１㎥以上５０㎥までの部分 ２１０円（ 

５１㎥以上１００㎥までの部分 ２２２円（ 

１０１㎥以上の部分 ２３６円（ 

公衆 

浴場用 

基本使用料 超過使用料 

汚水量 金額 汚水量 

金額 

（汚水量１㎥に

つき） 

２００㎥まで １２，８１０円（ ２０１㎥以上 ６４円（ 

 

農業集落排水（真岡地区） 

基本使用料 

従量使用料 

区分 
金額 

（汚水量１㎥につき） 

１，１００円（ 

１㎥以上１０㎥までの部分 １３円（ 

１１㎥以上３０㎥までの部分 ２０８円（ 

３１㎥以上５０㎥までの部分 ２１０円（ 

５１㎥以上１００㎥までの部分 ２２２円（ 

１０１㎥以上の部分 ２３６円（ 

 

農業集落排水（二宮地区） 

世帯割 月額 １，８０４円 

人数割 月額 ８０２円 
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真岡市公共料金審議会委員名簿 

（敬称略） 

  氏  名 選出母体 役職名 

1 会 長 磯  修一 真岡市自治会連合会 会 長 

2 副会長 菊地 髙樹 真岡工業団地総合管理協会 専務理事 

3 委 員 秋山 康雄 真岡商工会議所 副会頭 

4 委 員 早瀬 一男 にのみや商工会 会 長 

5 委 員 渡辺 栄 はが野農業協同組合 
代表理事 

組合長 

6 委 員 日下田 節子 真岡市消費者友の会 会 長 

7 委 員 本田 幸子 真岡市女性団体連絡協議会 副会長 

8 委 員 鈴木 篤 真岡市勤労者懇談会 会 員 

9 委 員 田口 司 社会福祉協議会 会 長 

10 委 員 酒井 由理 公 募 委 員 

11 委 員 水沼 敏明 公 募 委 員 

12 委 員 松本 恵子 公 募 委 員 
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真岡市公共料金審議会の開催状況について 

区分 日時・場所 審議事項 

第１回 

令和７年１０月２１日（火） 

午前１０時～ 

真岡市役所 ４０４・４０５会議室 

議題 

・水道事業の概要について 

・下水道事業の概要について 

・水道事業及び下水道事業の経営状況に

ついて 

第２回 

令和７年１１月２７日（木） 

午前１０時３０分～ 

真岡市役所 ４０４・４０５会議室 

議題 

・水道料金及び下水道使用料の算定の考

え方について 

・現行の料金体系について 

・適切な料金算定の方向性について 

第３回 

令和７年１２月２２日（月） 

午後２時～ 

真岡市役所 ４０４・４０５会議室 

議題 

・真岡市の水道・下水道の適正な料金等

について 

第４回 

令和８年１月２１日（水） 

午後２時～ 

真岡市役所 ４０４・４０５会議室 

議題 

・真岡市の上水道、下水道の適正な料金

等に関する答申書(案)について 
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